
地域警察運営規程の解釈及び運用について（例規） 

平成６年９月 30 日 

兵警地例規第 28 号警察本部長 

〔沿革〕 平成８年 10 月本部訓令第 18号、12年６月第３号、13年 12月兵警地例規甲第 25号、17

年４月第 10 号、18年３月第 11号、27年 12月兵警地企例規甲第 44号、29年 12月第

31号、30年 12月第 52号、31年３月第 10号、令和２年３月第 20号、３年３月第 17

号、７月第 36号、５年３月兵警務例規甲第 14号、６年３月第９号、７年３月兵警地例

規甲第３号改正  

地域警察運営規程（平成６年兵庫県警察本部訓令第 26 号。以下「新規程」という。）を平成

６年 10 月１日付けで施行することとしたが、その改正の趣旨、要点並びに解釈及び運用上の留

意事項は下記のとおりであるので、その適正な運用に努められたい。 

なお、外勤警察運営要綱の解釈及び運用について（平成元年兵警ら例規第 27 号）は、廃止す

る。 

記 

第１ 趣旨 

１ この通達は、地域警察運営規程（平成６年兵庫県警察本部訓令第 26 号。以下「規程」と

いう。）の解釈及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

２ 規程に定めるところによる定義規定及び略称規定は、この通達において適用する。 

第２ 解釈及び運用上の留意事項 

１ 運営の基本（第３条関係） 

地域警察は、交番及び駐在所を中心として、地域住民と接しながら活動しているが、任

務の遂行に当たっては、地域住民との結び付きを強め、地域に溶け込んだ活動を行うこと

により、把握した意見・要望を常に住民の立場で、反映させることが重要であることか

ら、これらを明記するとともに、より効果的かつ効率的な地域警察の運営を推進するた

め、その基本となる事項を定めることとした。 

２ 地域警察の活動単位（第５条関係） 

第５条の「地域警察の活動単位」とは、地域警察官が配置された施設（車両等を含

む。）又は組織で、地域警察の基本となる単位組織をいい、それぞれの特性を生かし、有

機的な連携を図ることによって、組織機能を最大限に発揮しようとするものである。 

３ 地域警察勤務（第６条関係） 

(1) 第６条第２項第７号の「地域警察事務」とは、署における地域警察の運営及び管理、

指揮監督及び指導教養、地域警察の企画、庶務等に関する事務をいう。 

(2) 署長等が、地域警察官を特別勤務に従事させる場合は、次の事項に留意しなければな

らない。 

ア 地域警察官を長期間にわたり特別勤務に従事させる場合には、通常基本勤務の削減

により生じる地域警察活動への影響を最小限にすること。 

イ 特別勤務を通じて行う地域警察活動と関係する他の警察部門の行う活動との連携を

図ること。 



４ 勤務制（第８条関係） 

(1) 第８条第１号アの「当番日公休３交替勤務」とは、兵庫県警察職員勤務規程（昭和 30

年兵庫県警察本部訓令第 29 号。以下「勤務規程」という。）第 29 条に規定する当番日

公休３交替勤務をいう。 

(2) 第８条第１号イの「変則３交替勤務」とは、勤務規程第 29 条に規定する変則３交替

勤務をいう。 

(3) 第８条第１号ウの「３交替勤務」とは、勤務規程第 29 条に規定する３交替勤務をい

う。 

(4) 第８条第２号の「駐在所勤務」とは、勤務規程第 29 条に規定する駐在所勤務をい

う。 

(5) 第８条第３号アの「通常勤務」とは、勤務規程第 29 条に規定する通常勤務をいう。 

(6) 第８条第３号イの「変則毎日勤務」とは、勤務規程第 29 条に規定する変則毎日勤務

をいう。 

(7) 第８条第３号ウの「毎日勤務」とは、勤務規程第 29 条に規定する毎日勤務をいう。 

５ 勤務制の指定（第９条関係） 

第９条第１項第７号の「別に定める」とは、次の表のとおりとする。 

地域警察事務従事勤務 勤  務  制 

ア 地域官 

イ 地域交通官 
日勤制（通常勤務） 

ア 地域課長 

イ 地域第四課長 

ウ 地域交通課長 

エ 地域企画課長 

オ 地域企画係長 

カ 地域企画担当係長 

キ 地域安全担当係長 

ク 地域企画主任 

ケ 地域企画副主任 

コ 地域企画係員 

日勤制（変則毎日勤務） 

ア 地域第一課長 

イ 地域第二課長 

ウ 地域第三課長 

エ 指令係長 

オ 指令主任 

交替制（当番日公休３交替勤務、変則３交替勤務又は

３交替勤務） 

６ 勤務の開始・終了時刻等（第 11 条関係） 

(1) 勤務の開始時刻又は終了時刻の繰り上げ又は繰り下げは、第 10 条に規定する勤務時

間を超えない範囲内で行うものとする。 

(2) 交替制の日勤日における勤務の終了時刻の繰り下げは、翌日が当番日であることを勘

案し、おおむね午後９時までにとどめるものとする。 

(3) 第 11 条第２項の交替制の休憩時間は、15 分を単位として割り振るものとする。ただ

し、夜間（おおむね日没から夜明けまでをいう。以下同じ。）に１回、連続４時間を超

えない範囲において仮眠時間として割り振る場合は、この限りでない。 



(4) 日勤制（毎日勤務又は変則毎日勤務に限る。）の休憩時間は、勤務の途中において１

時間を割り振るものとする。 

７ 勤務時間の割振り（第 12 条関係） 

(1) 交番勤務の勤務時間の割振りは、配置人員及び所管区内の治安情勢を勘案し、努めて

常時警ら、常時警戒の体制が保持できるよう配意するものとする。 

(2) 指示時間には、地域警察幹部相互間の連絡、地域警察活動に直結した点検、指示等の

ほか、勤務交代時間を含む。 

(3) 地域警察幹部の署外活動時間及び警ら時間には、各活動単位に対する巡視時間を含

む。 

(4) 在署指揮時間は、署内において行う警戒のほか、事件、事故等処理の指揮、部下の作

成した文書の点検等地域警察幹部として必要な事務処理に当たる時間をいう。 

(5) 署内活動時間は、署内において行う地域警察の企画、庶務等に関する事務に当たる時

間をいう。 

８ 公休日の指定（第 13 条関係） 

交替制の地域警察官の公休日の指定に当たっては、勤務員の出勤人員が、おおむね均衡

のとれるように計画するものとする。 

９ 交替制の地域警察官の運用（第 14 条関係） 

課又は係を編成する基準は、地域官又は地域交通官を長として配置されている所属につ

いては課を編成し、その他の所属については係を編成して運用するものとする。 

10 ブロック交番所長制の運用（第 15 条関係） 

(1) ブロック交番所長の職務等 

ブロック交番所長は、幹部担当区内の活動単位に勤務する地域警察官について、第

16 条第１項第３号に規定する職務（以下「第３号職務」という。）を行うものとし、具

体的には次に掲げるものを行うものとする。 

ア プレイングマネージャーとして、自ら率先して地域警察活動を行うこと。 

イ 指定されたブロック内の地域ふれあいの会の運営、会合への出席及び関係機関、団

体等との連携活動を行うこと。 

ウ その他指定されたブロック内の実態等に応じた効率的な地域警察活動を推進するた

めの調整を行うこと。 

(2) ブロック交番所長等の名称 

ブロック交番所長及びブロック長の名称は、拠点交番（活動の拠点となる交番をい

う。）又は拠点駐在所（活動の拠点となる駐在所をいう。）の名称を冠するものとす

る。 

11 削除 

12 地域警察幹部の職務分担及び地域警察幹部の配置基準（第 16 条及び第 17 条関係） 

(1) 地域係長 

ア 地域企画係長は、係の事務を処理するほか、地域官、地域交通官又は地域課長の命

を受け、第３号職務を行うものとする。 



イ 指令係長、ブロック長及び自動車警ら班長は、第 18 条の規定により指定された幹

部担当区内の活動単位に勤務する地域警察官について、第３号職務を行うものとす

る。 

ウ 地域企画担当係長は、地域官、地域交通官又は地域課長の命を受け、第３号職務

（交番及び駐在所を拠点とする地域安全活動に関する職務を除く。）を行うものとす

る。 

エ 地域安全担当係長は、地域官、地域交通官又は地域課長の命を受け、第３号職務の

うち交番及び駐在所を拠点とする地域安全活動に関する職務を行うものとする。 

オ 直轄警ら隊の小隊長は、地域課長（４課長制を実施している署にあっては地域第四

課長）の命を受け、当該活動単位の隊員について、その職務を行うものとする。 

(2) ブロック長及び自動車警ら班長を複数配置するときの配置基準等 

ア 総括ブロック長 

ブロック内の事件、事故等発生状況等を勘案して必要があると認めるときは、同一

のブロックに複数のブロック長を配置することができるものとし、うち１人を総括ブ

ロック長に指定するものとする。この場合において、総括ブロック長が第 18 条の規

定により指定された幹部担当区内の活動単位に勤務する地域警察官について、第３号

職務を行うものとし、総括ブロック長でないブロック長は、その職務を補助するもの

とする。 

イ 総括自動車警ら班長 

22 の規定により複数の警ら用無線自動車を運用する場合において、管内の事件、

事故等発生状況等を勘案して必要があると認めるときは、複数の自動車警ら班長を配

置することができるものとし、うち１人を上席係長とするものとする。ただし、上席

係長を配置することができないときは、自動車警ら班長のうち１人を総括自動車警ら

班長に指定するものとする。この場合において、総括自動車警ら班長が第 18 条の規

定により指定された幹部担当区内の活動単位に勤務する地域警察官について、第３号

職務を行うものとし、総括自動車警ら班長でない自動車警ら班長は、その職務を補助

するものとする。 

ウ 協議 

前記アの規定により複数のブロック長を配置し、又は前記イの規定により複数の自

動車警ら班長を配置するときは、地域部長と事前に協議しなければならない。 

(3) 指令係長の立場 

指令係長は、事件、事故等発生時における初動措置のため、ブロック交番所長、ブロ

ック長、自動車警ら班長、地域安全担当係長、ブロック勤務員及び自動車警ら勤務員に

指令することができる。ただし、事件、事故等の指揮については、地域第一課長、地域

第二課長、地域第三課長、地域第四課長、地域課長、地域交通課長又は宿直責任者の指

示を受けて、その職務を代行するものとする。 

(4) ブロック交番所長、ブロック長及び自動車警ら班長の関係 

ブロック交番所長、ブロック長及び自動車警ら班長は、地域警察の任務を達成し、及

びブロック交番所長の職務を効率的に遂行するため、職務執行における特例措置とし

て、次に掲げる職務を行うものとする。 



ア ブロック交番所長 

(ア) ブロック長以下のブロック勤務員を指揮監督する。 

(イ) 指令係長から指令を受けた事項については、その措置状況及び結果を指令係長に

通報するものとする。 

イ ブロック長 

取扱事項、ブロック勤務員の勤務状況等について、ブロック交番所長及び指令係長

に報告しなければならない。ただし、総括ブロック長の配置のあるブロックの総括ブ

ロック長でないブロック長は、取扱事項、ブロック勤務員の勤務状況等について総括

ブロック長と連絡及び調整を図った上でブロック交番所長及び指令係長に報告するも

のとし、総括ブロック長が不在の間は、その職務を代行するものとする。 

ウ 自動車警ら班長 

取扱事項、自動車警ら班勤務員の勤務状況等について、指令係長に報告しなければ

ならない。ただし、総括自動車警ら班長の配置のある自動車警ら班の総括自動車警ら

班長でない自動車警ら班長は、取扱事項、自動車警ら班勤務員の勤務状況等について

総括自動車警ら班長と連絡及び調整を図った上で指令係長に報告するものとし、総括

自動車警ら班長が不在の間は、その職務を代行するものとする。 

(5) 地域主任 

ア ブロック主任に指名された地域主任は、指定されたブロック内の活動単位に勤務す

る地域警察官について、第 16 条第１項第４号に規定する職務（以下「第４号職務」

という。）を行う。 

イ 担当区幹部に指定された地域主任は、指定された担当区内の活動単位に勤務する地

域警察官について、第４号職務を行うものとする。 

ウ 直轄警ら隊の分隊長は、地域課長（４課長制を実施している署にあっては地域第四

課長）又は直轄警ら隊の小隊長の命を受け、当該活動単位の隊員について、その職務

を行うものとする。 

(6) 事務担当者任免簿 

署長は、地域企画係長、指令係長、ブロック長、自動車警ら班長、地域企画担当係

長、地域安全担当係長及びブロック主任を事務担当者任免簿（兵庫県警察処務規程（昭

和 39 年兵庫県警察本部訓令第６号）様式第 10 号）により任免しなければならない。第

15 条の規定によりブロック交番所長を置くとき、前記(2)のアの規定により総括ブロッ

ク長を指定するとき、及び前記(2)のイの規定により総括自動車警ら班長を指定すると

きも同様とする。 

13 幹部担当区（第 18 条関係） 

(1) 幹部担当区の設定範囲は、各活動単位を設定の対象としたものであり、第５条に規定

する署の活動単位すべてについて設定するものとする。 

(2) 地域主任の幹部担当区は、地域主任の人数及び交番、駐在所、自動車警ら班等の状況

を勘案して設定するものとする。 

(3) 署長は、幹部担当区の担当区幹部を、事務担当者任免簿により任免しなければならな

い。 

14 月間活動計画（第 20 条関係） 



(1) 第 20 条第１項第３号の「活動単位ごとの活動の基準となる勤務例」は、交番、駐在

所、移動交番車、自動車警ら班及び自動車警ら隊について、基本勤務例（活動の基準と

なる勤務例をいう。以下同じ。）を策定しなければならない。この場合において、季節

的変化、事件、事故等の発生状況等を勘案して、３月を超えない範囲で策定するものと

する。 

(2) 交番及び駐在所の基本勤務例は、第 11 条及び第 12 条を基準として、署全体の警戒力

の配分及び隣接するブロックとの関連を考慮し、警戒力の均衡を保つとともに、住宅地

帯、歓楽街、交通重要地帯、ビル街、工場地帯、商店街、農漁村等個々のブロックの実

態を勘案の上、次の事項に留意してそれぞれの勤務方法ごとに必要に応じた時間帯を割

り振るものとする。 

ア 来訪者が多いと予想される時間帯については、立番及び在所の勤務に従事する地域

警察官の確保に配意すること。 

イ 夜間における警戒力に間げきを生じさせないように努めること。 

ウ 立番に係る時間の割振りに当たっては、交番の位置、人の往来その他の交通の状況

からその効果が高いと認められる時間帯に割り振ること。 

エ 警らに係る時間の割振りに当たっては、学童等の保護を目的とした交通監視時間を

指定すること。 

オ 巡回連絡を確実に行わせるための時間の確保に努めること。 

(3) 自動車警ら班及び移動交番車の基本勤務例は、所管区活動の実態を勘案し、それぞれ

の勤務方法ごとに必要に応じた時間帯を割り振るものとする。 

(4) 自動車警ら隊の月間活動計画については、自動車警ら班の活動及び署の要請事項を勘

案し、策定するものとする。 

15 当務活動計画（第 21 条関係） 

(1) 当務活動計画は、次の地域警察幹部が策定するものとする。 

ア 地域第一課長、地域第二課長及び地域第三課長 直轄警ら隊を除く全ての活動単位 

イ 指令係長（３課長制及び４課長制の署を除く。） 直轄警ら隊を除く全ての活動単

位 

ウ ブロック交番所長 担当するブロックの活動単位 

エ 直轄警ら隊の小隊長又は分隊長 直轄警ら隊 

(2) 当務活動計画の策定に当たっては、関係課長又は関係係長は緊密な連携を図らなけれ

ばならない。 

(3) 各活動単位の当務活動計画は、担当区幹部の指示及び調整を受け、次の要領で策定す

るものとする。 

ア 在署幹部等から指示された重点等に所管区の実態を勘案して、当務日の重点実施事

項を定めること。 

イ 重点活動を要する時間帯及びそれに要する人員を選択すること。 

ウ 基本勤務例を基準として、当務日における個々の地域警察官の警ら及び巡回連絡に

ついて、時間帯ごとにどこで何を重点として行うかを計画すること。 

16 計画の補正（第 22 条関係） 



(1) 第 22 条第３項の「当務活動計画を変更する必要が生じた場合」とは、次の場合をい

う。 

ア 急訴事案、願い届け又は警察相談の処理のため、当務活動計画に従って勤務できな

い場合 

イ 前記アに基づく理由によって行うことのできなかった警ら、巡回連絡等を時間を繰

り下げて行う場合 

ウ その他必要に応じ、特別勤務を行う場合 

(2) 第 22 条第３項の規定により、勤務変更の承認をした在署幹部等は、変更した内容を

当該活動単位の担当区幹部に通知し、必要な指示を行うものとする。 

17 当務日の活動状況の報告及び記録（第 23 条関係） 

第 23 条の「活動状況」とは、活動中の取扱事項をいう。 

なお、署の地域警察官が報告しなければならない地域警察幹部は、担当区幹部とする。 

18 幹部会議等（第 25 条関係） 

(1) 第 25 条第１項の署における地域警察幹部会議には、努めて地域主任を出席させるも

のとする。 

(2) 第 25 条第２項の地域警察幹部会議には、毎日、勤務開始時に当番、日勤及び非番の

在署幹部等が参加して行う事務連絡会を含む。 

19 事件、事故等の処理範囲（第 27 条関係） 

第 27 条の「別に定める」とは、地域警察官の事件及び事故の処理要領（平成 27 年兵警

地指例規甲第 24 号）及び自動車警ら隊員の事件、事故等の処理及び引継ぎ要領の制定に

ついて（昭和 46 年兵警勤例規第 25 号）をいう。 

20 事件、事故等の引継ぎ（第 28 条関係） 

(1) 第 28 条第１項の「別に定める」とは、自動車警ら隊員の事件、事故等の処理及び引

継ぎ要領の制定についてをいう。 

(2) 第 28 条第３項に規定する保管管理を徹底するため、警察署における捜査資料及び個

人情報の記載された文書類の保管は地域第一課長、地域第二課長、地域第三課長、地域

第四課長、地域課長、地域交通課長又は署長が指名する在署幹部（以下この(2)におい

て「地域第一課長等」という。）が行い、署長が指定する施錠設備のある捜査書類等保

管専用キャビネットで施錠して保管すること。ただし、捜査上必要があるときは、地域

第一課長等の承認を得て、交番又は駐在所で保管することができる。 

(3) 前記(2)ただし書の規定により捜査資料及び個人情報の記載された文書類を交番又は

駐在所に保管するときは、当該事件の書類を作成する地域警察官の勤務時間内とし、署

長が指定する施錠設備のある捜査書類等保管専用のロッカー、キャビネット等に施錠し

て保管すること。 

(4) 地域警察官が取り扱う証拠物件の保管管理は、証拠物件取扱保管要領（兵警刑企例規

第９号）により行うものとする。 

21 警ら要点（第 29 条関係） 

第 29 条の警ら要点は、季節的変化、事件、事故等の発生の状況その他管内情勢の推移

等による実態に即応して、常に検討を加え、必要により適宜補正しなければならない。 

22 警ら分担区（第 30 条関係） 



(1) 署長、地域部第一機動パトロール隊長及び地域部第二機動パトロール隊長は、管内情

勢により、一つの警ら分担区に複数の警ら用無線自動車を運用することができる。 

(2) 署長は、前記(1)の場合において、必要があると認めるときは、警ら分担区内の拠点

交番等に配置することができる。 

23 ブロック（第 31 条関係） 

ブロックの名称は、拠点交番又は拠点駐在所の名称を冠するものとする。 

24 勤務開始時の指示等（第 32 条関係） 

(1) 在署幹部等は、定められた勤務時間を終了し、非番となった地域警察官の中から、必

要があると認める人員をあらかじめ指定して、残留勤務をさせるものとする。 

(2) 在署幹部等は、勤務交代の状況を確認しなければならない。 

(3) 第 32 条第４項に規定する「交番等」とは、署のすべての活動単位をいう。 

(4) 駐在所勤務員については、勤務開始時刻を在署幹部等に報告しなければならない。 

25 受傷事故防止（第 34 条の２関係） 

第 34 条の２第３項の「別に定める」とは、地域警察官の受傷事故防止要領について

（平成２年兵警ら例規第 20 号）をいう。 

26 活動上の留意事項（第 35 条関係） 

(1) 調査、呼出し及び文書類の送達は、次に掲げるいずれかの基準に該当するもののう

ち、在署幹部等の指示を受けて地域警察官が行うものとする。 

ア 簡易又は軽微なもの 

イ 緊急を要するもののうち特に地域警察官による調査が必要であると認められるもの 

ウ その他対象等から勘案して地域警察官が行うことが実態把握上効果的であると認め

られるもの 

(2) 「警察相談」とは、警察官に対して行われる住民からの生活相談、少年相談、防犯相

談、交通相談等をいい、「必要な教示」とは、相談の内容に伴う助言及び回答並びに家

庭裁判所、民生委員その他当該事案を担当する機関を教示することをいい、「便宜供

与」とは、相談の内容に従い、署の警察相談を担当する課への案内、連絡その他適正な

処理に必要な措置を講ずることをいう。 

(3) 警察相談の取扱いに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。 

ア 相談内容が住民の私生活に関することであっても、虐待事案等の潜在する警察事案

等の有無についてよく検討すること。 

イ 潜在する犯罪の有無について注意すること。 

(4) 第 35 条に規定する名刺（以下「ふれあいカード」という。）は、ブロック交番所長

用（様式第１号）と一般警察官用の２種類とし、一般警察官用は日本語版（様式第２

号）と英語版（様式第２号の２）の２種類とする。 

(5) ふれあいカードの活用方法は、次のとおりとする。 

ア ブロック交番所長は、地域における各種会合への出席、関係機関・団体等との連絡

等ブロック交番所長としての諸活動のときに、ブロック交番所長用を必要により活用

するものとする。 

イ ブロック交番所長を除く所管区勤務員・自動車警ら班等の勤務員は、諸活動のとき

に一般警察官用を活用するものとする。 



27 ブロック活動（第 37 条関係） 

ブロック交番所長等が、所管区における課題及び問題点を把握した上で活動計画を立案

し、ブロック交番所長等を中心にブロック勤務員が共同して、これらを積極的に解決しよ

うとするものである。 

28 住民の立場に立った活動（第 38 条関係） 

ブロック交番所長等を始めとした所管区勤務員が、地域警察活動を的確に推進するため

には、地域住民の意見、要望等の把握が不可欠であり、そのため、地域ふれあいの会の開

催、広報紙の発行、ふれあいカード及びパトロールカードの配布等の活動を通じて、その

意見、要望等の把握に努めるとともに、地域住民の理解と協力を得て、真に住民の立場に

立った地域警察活動を推進しようとするものである。 

29 立番及び在所（第 39 条関係） 

(1) 立番は、交番への来訪者が確認できる範囲内で、効果的に警戒することができる場所

を選定して行うものとする。ただし、署長は、管内の実情等に応じて、次に掲げる場所

を立番箇所として選定することができる。 

ア 事件、事故等が発生し、又は発生するおそれがある場所 

イ 通学路又は地域住民から要望のある場所 

ウ その他一時的に署長が指定する場所 

(2) 署長は、悪天候等で立番を行うことが適当でないと認めるとき、又は施設の立地条

件、所管区実態等から、立番では効果を期待することができないと認めるときは、立番

を在所その他の勤務方法に変更させることができる。 

30 受持区（第 42 条関係） 

(1) 署長は、所管区の配置人員、受持対象の数、実施基準等を勘案し、業務負担が均衡化

するように受持区を定めるものとする。ただし、交番に配置する地域係長の受持区につ

いては、ブロックの実態を勘案して定めるものとする。 

(2) 受持区には、署ごとに一連番号を付するものとする。 

(3) 署長は、所管区勤務員の受持区ごとに事務担当者任免簿により指定しなければならな

い。 

31 巡回連絡及び実施基準（第 43 条関係） 

(1) 巡回連絡は、次に掲げる要領により行うものとする。 

ア 受持区の受持対象ごとに行うこと。 

イ 昼間に行うこと（署長の承認を受けた場合には、おおむね午後８時まで行うことが

できる。）。 

ウ 受持対象を訪問したときは、次に掲げる事項について指導連絡を行うこと。 

(ア) 最近の事件、事故等の発生傾向及びこれに対する予防措置 

(イ) 犯罪発生時に対する措置及び連絡方法 

(ウ) 災害、事故等の場合の措置及び連絡方法 

エ 新しく受持区の指定を受けた場合は、できる限り速やかに受持対象を訪問してふれ

あいカードを手渡し、自己紹介を行うとともに、今後の協力を依頼すること。 

オ 受持区内に、新たに転入した者があるとき、又は新たに官公署若しくは独身寮等が

設置されたときは、前記エの例によるほか、相手方に連絡カード（受持対象の居住状



況を明らかにして、住民の利便を図るために用いる記録票をいう。以下同じ。）を配

布して必要事項を記入の上、提出するよう依頼し、又は相手方の承諾を得て自ら作成

すること。 

カ 新たに転入した者に対しては、官公署、学校、病院等の所在地、付近の事情、応急

の場合の措置及び連絡方法等を説明し、土地不案内による不安を除くように努めるこ

と。 

キ 巡回連絡又は連絡カードの作成について協力が得られなかった場合は、その状況を

在署幹部等を経て署長に報告すること。 

(2) 巡回連絡の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。 

ア 訪問は、冠婚葬祭等著しく相手の迷惑となる場合は避けること。 

イ 巡回連絡に協力が得られない場合でも、できるだけ丁重にその趣旨を説明し、相手

方の協力を得るように努めること。 

ウ みだりに私生活に干渉しないこと。 

エ 他人の秘密を漏らさないこと。 

(3) 連絡カードの取扱いに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。 

ア 連絡カードは、休憩室等に設置した施錠設備のある金属製ロッカーに施錠して保管

すること。 

イ 連絡カードに記載された個人情報の照会を受けた時は、照会者の官職、氏名及び利

用目的を確認して、地域第一課長、地域第二課長、地域第三課長、地域課長、地域交

通課長又は地域企画課長以上の地域警察幹部（不在のときは指令係長若しくは地域企

画係長又は宿直責任者若しくは宿直副責任者）の承認を得て回答すること。 

ウ 署長は、他の行政機関から連絡カードに記載された個人情報の提供を求められた時

は、照会者の氏名、連絡先、利用目的及び利用に係る法令上の根拠等について記載さ

れた文書により、提供の可否について判断すること。 

エ 連絡カードは、部外者に閲覧させないこと。 

32 管内情勢の掌握、資料化及び情報の提供（第 44 条関係） 

(1) 第 44 条第１項第３号の「防犯上注意を要する者又は場所」とは、犯罪常習者、暴力

団等（組織犯罪対策要綱（平成 21 年兵庫県警察本部訓令第８号）第 25 条に規定する暴

力団等をいう。）、廃屋、空き家等犯罪の危険の高い箇所等をいう。 

(2) 所管区勤務員は、掌握した情報については、在署幹部等に報告するとともに、住民に

知らせる必要があると思われる情報については、地域第一課長、地域第二課長、地域第

三課長、地域課長又は地域交通課長に報告の上、広報紙等を活用して適宜適切に提供す

るように努めなければならない。 

33 車長（第 47 条関係） 

(1) 車長は、自ら率先して地域警察活動を行うほか、次に掲げる職務を行うものとする。 

ア 乗務を同じくする乗務員（以下「相勤者」という。）に対して指揮監督及び指導教

養（同階級にあっては指導助言）を行うこと。 

イ 相勤者の勤務及び事務処理の調整を行うこと。 

ウ 勤務交代時の引継ぎによる間げきを生じさせないため、引継ぎを適切に行うこと。 



(2) 署長等は、相勤者との融和協調を図り、自動車警ら隊及び自動車警ら班としての機能

を生かした活動ができる素質及び能力のある者を選任するように努めなければならな

い。 

(3) 署長等は、車長を事務担当者任免簿により任免しなければならない。 

34 機動警ら（第 49 条関係） 

機動警らに関しては、次の事項に留意するものとする。 

(1) 事件、事故等の処理、公休等により不在となる交番及び駐在所に積極的に立ち寄るこ

と。 

(2) 事件、事故等の多発箇所及び学校等の周辺などにおける機動警らを強化するととも

に、一定の時間、視認性の高い場所で赤色灯の点灯による駐留警戒を実施すること。 

35 削除 

36 交番相談員の運用（第 58 条関係） 

第 58 条第２項の「別に定める」とは、交番相談員運用規程（平成４年兵庫県警察本部

訓令第 11 号）をいう。 

37 業務管理（第 59 条関係） 

(1) 地域警察官が所外において活動する場合は、緊急の時を除き、出所、帰所に際して、

指令係長（指令係長が日勤制の警察署においては、執務時間外は宿直責任者（兵庫県警

察処務規程（昭和 39 年兵庫県警察本部訓令第６号）第 31 条に規定する宿直責任者をい

う。）以下同じ。）及びブロック交番所長、ブロック長又は自動車警ら班長（以下「指

令係長等」という。）への報告を確実に行うこと。 

(2) 所外活動時における指令係長等への報告は、原則として携帯無線機を使用すること。 

(3) 地域警察官が勤務変更を行う場合は、事前に指令係長への報告を徹底させること。た

だし、事前に指示を受けるいとまがないときは、必要な措置をとった後、速やかに処理

状況等について報告をさせること。 

(4) 指令係長は、前記(3)の本文の規定による報告を受けたときは、当該勤務員を指揮監

督するブロック交番所長、ブロック長又は自動車警ら班長との必要な連絡及び調整を行

うこと。 

(5) 基本勤務例策定表の策定は、形式的又は画一的なものとならないよう配意し、所管区

等の治安情勢の変化に対応し得るよう努めること。 

(6) 月間配置計画表及び当務配置運用計画実施簿の作成に当たっては、地域警察幹部によ

る業務管理に間隙が生じない配置及び運用となるよう配意すること。 

38 巡視（第 60 条関係） 

第 60 条第２項第４号の「実践的な指導教養」とは、地域警察官が地域を担当する自覚

と責任を持ち、自発的、かつ、主体的な活動に取り組むよう、地域警察幹部自らが率先し

て事件、事故等の処理を行い、これら具体的な事案を通じて指導教養を行うことにより、

実務上の処理要領を体得させることをいう。 

39 実績の把握等（第 62 条関係） 

地域警察官の実績評価については、次の点に留意の上適正評価に努めるものとする。 

(1) 地域警察官の活動全般にわたる総合的な評価に配意すること。 



(2) 評価に当たっては、当該地域警察官の指導監督に当たる地域警察幹部等を参画させる

こと。 

(3) 地域警察幹部に対する評価は、部下に対する指導監督状況等を考慮すること。 

40 詰所（第 65 条関係） 

(1) この規定における「詰所」とは、地域警察活動のために立ち寄り、出向き、又は一時

的に集まるための施設をいう。 

(2) 詰所の設置については、兵庫県警察組織規程（昭和 58 年兵庫県警察本部訓令第２

号）第 43 条に定めるところにより、本部長の承認を受けなければならない。 


